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① 入学者選抜 

ア 入学試験委員会設置の趣旨（目的）及び組織 

ⅰ） 組織設置の趣旨（目的） 

入学試験委員会は、大学院及び学部の入学者の選抜等に関する事項を審議するため、教授会の

専門委員会として設置されている。 

ⅱ） 組織の構成及び構成員等 

入学試験委員会は、学長が指名した副学長、各専攻から選出された教授又は准教授（講師及び

助教を含む。）、教務委員会委員長、国際交流推進センター長、入試課長及びその他学長が指名

した者若干人をもって組織する。 

本委員会には、学部・大学院共通の入学者選抜方法研究専門部会、学部入学者選抜に係る小論

文専門部会、実技検査専門部会及び面接専門部会を設置している。専門部会は、本委員会委員、

各コースから選出された教授又は准教授（講師及び助教を含む。）及び入学試験委員会委員長が

指名した者等で構成している。 

このほか、本委員会委員で構成する入学者選抜方法検討ワーキンググループを設置し、入試方

法等の検討を行った。 

イ 運営・活動の状況 

ⅰ） 委員会等の開催状況 

委員会を 15 回開催したほか、入学者選抜方法検討ワーキンググループ（学部・大学院共通）を

８回開催した。 

ⅱ） 審議された主な事項 

新型コロナウイルス感染症に対応した大学院入試の実施方法の検討、令和５年度入学試験に係

る実施計画の策定・実施、合否案の作成等について審議した。 

ⅲ） 重点的に取り組んだ課題や改善事項及び前年度の検討課題への取組状況等 

 ○ 新型コロナウイルス感染症に対応した大学院入試の実施 

       本年度は、前年度に引き続き本学を会場とする試験を原則として行わないものとし、筆記

試験の代替として、試験を実施するコース（領域・分野）ごとに以下のいずれかを実施する

とともに、口述試験をオンライン面接により実施した。 

           ・  筆記試験の代替として、事前課題の提出（事前に課題を送付し、期限までに提出する

方法）を課す。 

                ・ 筆記試験に代えて評価する項目をあらかじめ設定し、口述試験の中で、これを試問す

る。 

なお、次年度に実施する令和６年度大学院入試は令和５年度中に人文棟１・２階の改修工

事が実施されることから引き続きオンライン型により実施し、令和７年度以降における大学

院入試の実施方法については入学試験委員会で継続審議することとした。 

  



 ○ 定員充足に向けた取組 

大学院の定員充足は本学の重要課題であり、昭和 58 年から学生受入れを開始して以来、定

員を充足したのは平成 18 年度、平成 22～24 年度、令和４年度の計５回に留まっており、本

年度に実施した令和５年度入試においても入学定員 210 人に対し入学者は 203 人と、定員充

足には至らなかった。 

令和５年度入試における取組としては、機関長（学長又は学部長）の推薦を受け出願する

者に対する筆記試験免除等の制度のほか、教育職員免許取得プログラムや１年制プログラム

等を引き続き周知し、学生募集及び入学者選抜を実施した。 

広報担当部局における取組としては、大学院説明会の開催（対面型３回、オンライン型７

回、計 10 回）、大学院案内の作成・配付、進学情報誌・専門誌等への広告掲載等の広報活動

を行った。 

また、広報課・教育支援課・学生支援課・入試課の４課により、学内進学を考える学部生

を対象とした「大学院進学を考える会」を 11 月に開催し、学部２～４年生６名が出席した。 

各専攻・コース等における取組としては、コース（領域・分野）に関するパンフレットの

作成・配付、ホームページの更新、学部４年次学生への働きかけ、入学予定者へのフォロー

アップ（コース（領域・分野）からの情報提供）等を行った。 

このほか、地域連携担当部局では、大学間連携協定・覚書の締結を推進し、締結大学等か

らの志願者の拡大に努めた。 

○ 大規模災害で被災した受験者への特別措置 

東日本大震災等により被災した志願者の進学機会を確保する観点から、前年度に引き続き、

当該志願者の入学試験に係る検定料を全額免除とする特別措置を実施した。 

ウ 優れた点及び今後の検討課題等 

令和５年度入学者は、専門職学位課程（教職大学院）は入学定員 190 人に対して 189 人、修士課程は

入定員 20 人に対して 14 人であった。大学院全体としては入学定員 210 人に対して入学者 203 人（前年

度と比較して 22 人の減）となり、３年ぶりに第２次募集を実施したものの、改革２年目にもかかわらず

定員を下回る結果となった。 

定員充足に向けた志願者数の増加のための取組を、今後も引き続き、積極的かつ効果的に行っていく

必要がある。 

 

 


